
 

 
障害福祉サービス事業〔生活介護〕 重重  要要  事事  項項  のの  概概  要要  
 
１．事業所名       ＣＨＩＡＫＩほおずき姫路辻井 
 
 
 
２．事業所番号      ２８１４０００８６１ 
 
 
 
３．事業所所在地     兵庫県姫路市辻井 1丁目 2番 32号 
 
 
 
４．指定（更新）年月日  平成 31年 4月 1日 
 
 
 
５．電話番号       ０７９－２９４-９５６６ 
 
 
 
６．種類・利用時間・定員 生活介護（身体）･６時間･２０名（１日あたり） 
 
 
 
７．サービスを提供する通常の地域 姫路市（安富町・林田町・家島町除く） 
 
 
 
８．営業日及び営業時間 

営 業 日 月、火、木、金、土曜日（祝祭日も営業） 

サービス提供時間 午前 10時 00分～午後 4時 00分 

営業（受付）時間 午前 8時 30分～午後 5時 00分 

休 業 日 水・日曜日、12月 31日、1月 1日～1月 3日 
 
 
 
９．管理者名      山下 美香 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10．事業所の基本職員体制 

職種 勤務の内容 勤務形態 

管理者 

従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管

理を一元的に行うとともに、法令等において規定

されている指定共生型通所介護事業の実施に関

し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項につい

ての指揮命令を行います。 

１名 常勤（サービス管

理責任者を兼務） 

医師 
利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上

の指導を行います。 

１名 非常勤 

サービス管理責任者 

利用者の課題分析及び支援内容の検討結果に基づ

き個別支援計画を作成し評価を通じて利用者が自

立した日常生活を営むことが出来るよう支援しま

す。 

 

１名 常勤（管理者を兼

務） 

看護職員  

利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業

所における衛生管理等の業務を行います。 

 

２名 以上（機能訓練指

導員を兼務） 

機能訓練指導員 
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する

ための訓練を行います。 

１名 以上 

生活支援員 
共生型通所介護計画に基づき、必要な日常生活の

世話、介護及び機能訓練を行います。 

１名 以上 

調理員 ご利用者の昼食等の調理 １名  

 
11．サービスの特徴 

(1)障害福祉サービス〔生活介護〕事業所「CHIAKIほおずき姫路辻井」は、身体障害者の方を主
たる対象者とした障害福祉サービスです。事業所の運営にあったては、利用者の意志及び人格
を尊重して、常に、利用者の立場にたったサービスの提供を心がけます。    

(2)CHIAKIほおずき姫路辻井では「ゆったりとした自由な時間」「穏やかで安らぐ時間」「自分ら
しさをもてる場」・・・と、そんな環境づくりとサービスを心掛けます。 

（3）利用者の日常生活の延長の場と考え、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが
できるよう、常時介護を要する利用者に対して、入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又
は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 

 
12．利用についての留意事項 

(1)施設入所支援等を受ける方のうち、障害支援区分４（５０歳以上の方にあっては、区分３）

以上に該当することが必要です。 

(2)施設入所支援等を受ける方以外の方のうち、障害支援区分３（５０歳以上の方にあっては、

区分２）以上に該当することが必要です。 

 
13．サービスについての苦情 
(1)苦情の窓口  (受付時間 9：00～17：00） 

窓口担当者 中山 良浩 ０７９－２９４－９５６６ 
 
(2)その他の苦情窓口 

姫路市役所 保健福祉推進室 ０７９－２２１－２４９０ 
姫路市役所 障害福祉課 ０７９－２２１－２４５４ 
兵庫県福祉サービス運営適正化委員会 ０７８－２４２－６８６８ 

 
 



14．利用料金 
(1)生活介護（１日あたり／１割負担金で表示） 

 

 

 

 

 

基

本

料

金 

 
障害支援区

分６ 

障害支援区

分５ 

障害支援区

分４ 

障害支援区

分３ 

障害支援区

分２以下 

３時間未満 

 
５２７円 ３９３円 ２９２円 ２４４円 ２２２円 

３時間以上

４時間未満 
６５８円 ４９２円 ３４１円 ３０６円 ２７８円 

４時間以上

５時間未満 
７８８円 ５８９円 ４０９円 ３６５円 ３３３円 

５時間以上

６時間未満 
９２１円 ６８９円 ４７８円 ４２７円 ３８８円 

６時間以上

７時間未満 
１，２８１円 ９５８円 ６６４円 ５９４円 ５４２円 

７時間以上

８時間未満 
１，３１５円 ９８４円 ６８１円 ６０９円 ５５５円 

８時間以上

９時間未満 
１，３７８円 １，０４６円 ７４４円 ６７２円 ６１８円 

 

人員配置体制加算 

（Ⅰ）  1.5：1 ３２７円 

 （Ⅱ）  1.7：1 ２７０円 

 （Ⅲ）  2：1 １８５円 

 （Ⅳ）  2.5：1 ５２円 

 

福祉専門職員配置等加算 

（Ⅰ） １６円 

〇 （Ⅱ） １１円 

 （Ⅲ） ７円 

〇 常勤看護職員等配置加算   20名以下 ２９円 

 
視覚・聴覚言語障碍者支援体制加算 

Ⅰ ５２円 

 Ⅱ ４２円 

〇 初期加算（ご利用開始から３０日間） ３１円 

 
訪問支援加算（月 2回を限度） 

（1）1時間未満 １９１円 

 （2）1時間以上 ２８５円 

〇 欠席時対応加算（月に４回を限度） ９６円 

 

重度障碍者支援加算 

Ⅰ ５１円 

 Ⅱ ３６７円 

 Ⅲ １８４円 

 
リハビリテーション加算 

（Ⅰ） ４９円 

 （Ⅱ） ２１円 

〇 利用者負担上限額管理加算（１月あたり） １５３円 

〇 

食事提供体制加算 

（所得割の額を合算した額が 28万円未満（特定支給決定障害者に該当す

る方は 16万円未満）並びに低所得者に該当する方） 

３１円 

 緊急時受入加算 １０２円 

 

延長支援加算 

９時間以上１０時間未満 １０２円 

 １０時間以上１１時間未満 ２０４円 

 １１時間以上１２時間未満 ３０６円 

 １２時間以上１３時間未満 ４０８円 

〇 

送迎加算 

（Ⅰ）     片道につき ２２円 

 （Ⅱ）     片道につき １１円 

〇 一定の要件で上乗せ ２８円 

〇 
障害福祉サービス事業の体験利用時支援

加算 

（Ⅰ）初日から５日目まで ５０９円 

（Ⅱ）６日目から１５日目まで ２５５円 

 就労移行支援体制加算 ２０人以下 ４３円 

〇 入浴支援加算  ８２円 

 喀痰吸引等実施加算  ３１円 

〇 栄養スクリーニング加算  ５円 

 栄養改善加算  ２０４円 

 集中的支援加算 月４回まで １，０１８円 

〇 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 利用合計額に８．１％相当 

 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 利用合計額に８．０％相当 

 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 利用合計額に６．７％相当 

 福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 利用合計額に５．５％相当 

 
※上記の料金は、姫路市（ただし、家島町、夢前町、香寺町、安富町を除く。）の１日あたりの
生活介護の１割負担金を表示しています（利用者負担上限額管理加算を除く）。利用される 
障害福祉サービスの合計とは計算方法により異なります。 

※姫路市（家島町、夢前町、香寺町、安富町のみ。）の、１日あたりの生活介護の１割負担金は、
別途障害者総合支援法の定める基準によるものとします。 

 
(2)実費負担 

食 費 
１日あたり  ６５０円 
１日あたり ４００円（所得割の額を合算した額が 28万円未満（特定支給
決定障害者に該当する方は 16万円未満）並びに低所得者に該当する方） 

創作的活動に係
る材料費 

実費（創作的活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くことが適当であ
るものに係る費用をいただきます。）（材料費が必要な場合は事前にお知
らせします。） 

日常生活上必要
となる諸経費 

実費（利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担
して頂くことが適当であるものに関わる費用をいただきます。）                       
①日用品費  ②保健衛生費  ③教養娯楽費 

入浴に係る費用 入浴サービスをご利用の方のみ徴収。１回あたり３００円。 

送迎費用 
通常の事業の実施地域を超えたところから利用者宅まで、１kmあたり３０
円（有料道路通行料は別途とします。） 

 

15．提供するサービスの第三者評価の実施状況にについて 

実施の有無 有  ・  無 

 


